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国保直診の使命

平成１２年介護保険の実施に向けての取り組みが
徐々に具体化されてきている。それと共に医療提
供体制の大改革が迫られている。この中にあって
まず国公立医療施設のあり方が問われるべきであ
ろう。限られた社会保障財源の中でいかに効率的
に医療・介護を提供するか、公立、公的、民間が
いかに機能を分担してトータルのパフォーマンス
を国民に示すかが２１世紀初頭の大問題であるから
である。民間の施設の存在はあくまで経営が維持
できるかどうかにかかっているが、多額の公費負
担でカバーされて運営している公立機関の存在価
値は地域の住民が容認し、その負担に応ずるかど
うかが決め手となる。
特に北海道のたくさんの町村国保が運営してい

る国保直営診療施設は、まさに発想の転換を求め
られている。国保直診が戦後５０年地域医療に果た
してきた役割は、それなりに評価されるべきであ
ろう。かつては医療の確保が地域住民に定着させ
る第一の条件であり、どんな過疎地でも安心して
生活できる拠り所も医療の確保であった。しか
し、現在の車社会によりアクセスの改善、情報化
社会における医療に対する住民の意識の変化、社
会経済、高齢化等を考えると従来型の国保病院の
ままでは住民のニーズの満足は図れない。その
上、国保病院の赤字は即市町村財政の健全化を阻
害するであろうし、また非効率な医療費支出は国
保財政そのものにも影響を与える。ひいては国保
病院の存在が地域の発展を阻害する要因になりか
ねない。
病院医療に目を転じてみると、地域で発生する

急性疾患に対応する必要ベッド数は概ね人口１万

対５０床程度であると言われている。とすると人口
５，０００人程度の町で発症する全ての急性期患者を
収容しても２５床程度しか必要でない。住民の意識
は当然自分の病気を最も専門的に適切に診療して
くれる医師を求めるから、国保病院の医師で全て
対応すること自体無理である。また医師、看護婦
等、スタッフの確保も全ての町村で達成すること
の困難さは各病院が実感していることであろう。
一方、介護保険が動き出す平成１２年に必要な長

期療養ベッドをどうするか、急性期と慢性期対応
をどうするか、まさに国保病院の将来をどうする
かが課題となる。
私見として理想的な地域医療の姿を想定してみ

ると、今や各市町村が各々の地域で国保病院を運
営することは無理である。近隣の市町村が一つに
なって完全紹介型の地域医療支援病院を作る。そ
こでは２４時間救急体制を組み、急性期の入院医療
を中心に展開する。機器の共同利用、職員の研修
を積極的に行う。各市町村では必要に応じてプラ
イマリー機能の病院もしくは診療所を置き医師等
の派遣は全て支援病院が行う。更には療養型病床
群、老健施設等を併設し、デイケア、訪問看護、
介護支援等を行う。
これが達成できれば、来るべき２１世紀に住みよ

い郷土として発展する可能性がある。まさに住民
が求める医療・介護の体制をどう作るか、そのた
めの連携はどうするのか、一にも二にも優れた地
域リーダーの存在にかかっていると言っても過言
ではない。
国保直診の意識改革が是非必要である。
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